
19 
富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を改正する 

条例の制定についての要旨 

１．改正の理由                             

今回の手数料条例改正につきましては、建築基準法の一部を改正する法律

及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い改正するものです。 

２．主な改正内容（項の追加、額の変更）                 

（１）建築基準法の改正は、既存建築ストックの活用を目的として、大規模

な建築物等に係る制限を合理化するもので、これに係る手数料を追加します。 

別表５３の項から８０の項までを４項ずつ繰り下げ、５２の項の次に下表

の４項を加え、併せて、項ずれに伴う整理をするものです。 

５３ 全体計画の認定（増築等） 27,000 円  

５４ 全体計画の変更の認定 27,000 円  

５５ 全体計画の認定（用途変更） 27,000 円  

５６ 使用許可（用途変更） 120,000 円  

（２）消費税法の改正により消費税率が８％から１０％に変わります。長期

優良住宅、低炭素住宅、省エネ建築物の計画の認定の際、併せて構造計算適

合性判定の審査の申出を行う場合があり、構造計算適合性判定に係る手数料

は指定構造計算適合性判定機関に委託するため、消費税が含まれます。消費

税の増額分を手数料に反映するため、下表の項中の金額を変更するものです。 

項 構造計算適合性判定の加算額 改正前 改正後 

６４、６６、 

７１、７３、 

７６、７８、 

下記以外 171,480 円 174,600 円 

国土交通大臣認定プログラム

の構造計算 
118,560 円 120,700 円 

３．施行期日                              

この改正は令和元年１０月１日から施行するものです。 
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富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第2条関係） 

1～52（略） 

53 建築基準法第８６条の８第１項の規定に基づく

全体計画の認定の申請に対する審査 

1件につき 27,000円 

54 建築基準法第８６条の８第３項（同法第８７条

の２第２項において準用する場合を含む。）の規

定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対す

る審査 

１件につき 27,000円 

55 建築基準法第８７条の２第１項の規定に基づく

用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の

申請に対する審査 

１件につき 27,000円 

56 建築基準法第８７条の３第５項の規定に基づく

用途を変更して興行場等とする建築物の使用に

係る許可の申請に対する審査 

１件につき 120,000円 

57 （略） （略） 

58 （略） （略） 

59 （略） （略） 

60 （略） （略） 

61 （略） （略） 

62 （略） （略） 

63 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（６

１の項、６２の項及び６４の項に規定する審査

を除く。） 

（略） 

別表（第2条関係） 

1～52（略） 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

53 （略） （略） 

54 （略） （略） 

55 （略） （略） 

56 （略） （略） 

57 （略） （略） 

58 （略） （略） 

59 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（５

７の項、５８の項及び６０の項に規定する審査

を除く。） 

（略） 
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ア～イ（略） 

64 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同

法第６条第２項の規定による審査の申出を伴う

審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

65 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６６の項に

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額 

ア～イ（略） 

60 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同

法第６条第２項の規定による審査の申出を伴う

審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

61 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６２の項に

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額 
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規定する審査を除く。） 

66 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項

で準用する同法第６条第２項の規定による審査

の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ４

０の項に定める額を加算した

額 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ４

０の項に定める額を加算した

額に、次に定める額を更に加算

した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

67 （略） （略） 

規定する審査を除く。） 

62 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項

で準用する同法第６条第２項の規定による審査

の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ４

０の項に定める額を加算した

額 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ４

０の項に定める額を加算した

額に、次に定める額を更に加算

した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

63 （略） （略） 
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68 （略） （略） 

69 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４

年法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対す

る審査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出された場

合の審査に限る。） 

ア（略） 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 

（ア） 申請に係る一の建築物の住戸のうち同

時に申請された住戸の数（以下この項及び７０

の項において「申請住戸数」という。）が１戸の

もの 

（イ）～（オ） （略） 

ウ（略） 

（略） 

70 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６９の項及び７１の

項に規定する審査を除く。） 

ア～オ（略） 

（略） 

71 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（同法第５４条第２項

の規定による審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

６９の項又は７０の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額 

64 （略） （略） 

65 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４

年法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対す

る審査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出された場

合の審査に限る。） 

ア（略） 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 

（ア） 申請に係る一の建築物の住戸のうち同

時に申請された住戸の数（以下この項及び６６

の項において「申請住戸数」という。）が１戸の

もの 

（イ）～（オ） （略） 

ウ（略） 

（略） 

66 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６５の項及び６７の

項に規定する審査を除く。） 

ア～オ（略） 

（略） 

67 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（同法第５４条第２項

の規定による審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

６５の項又は６６の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額 
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イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

６９の項又は７０の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額に、次

に定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

72 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（７３の項に規

定する審査を除く。） 

６９の項又は７０の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額 

73 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（同条第２項に

おいて準用する同法第５４条第２項の規定によ

る審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

次に掲げる額 

 

 

 

 

６９の項又は７０の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

６９の項又は７０の項に定め

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

６５の項又は６６の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額に、次

に定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

68 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（６９の項に規

定する審査を除く。） 

６５の項又は６６の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額 

69 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（同条第２項に

おいて準用する同法第５４条第２項の規定によ

る審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

次に掲げる額 

 

 

 

 

６５の項又は６６の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

６５の項又は６６の項に定め
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合 る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

74 （略） （略） 

75 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（７４の項及び７６の項に規定する審査を除

く。） 

ア～ウ（略） 

（略） 

76 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（同法第３０条第２項の規定による審査の申

出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

７４の項又は７５の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

合 る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

70 （略） （略） 

71 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（７０の項及び７２の項に規定する審査を除

く。） 

ア～ウ（略） 

（略） 

72 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（同法第３０条第２項の規定による審査の申

出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

７０の項又は７１の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項
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イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

に定める額を加算した額 

７４の項又は７５の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額に、次

に定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

77 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（７８の項に規定する審査を除く。） 

７４の項又は７５の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額 

78 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（同条第２項において準用する同法第

３０条第２項の規定による審査の申出を伴う審

査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

７４の項又は７５の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

に定める額を加算した額 

７０の項又は７１の項に定め

る額に、当該申出に係る床面積

等に応じて、それぞれ４０の項

に定める額を加算した額に、次

に定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

73 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（７４の項に規定する審査を除く。） 

７０の項又は７１の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額 

74 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（同条第２項において準用する同法第

３０条第２項の規定による審査の申出を伴う審

査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

７０の項又は７１の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に
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イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

定める額を加算した額 

７４の項又は７５の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７４，６００円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１２０，７００円 

79 （略） （略） 

80 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

（７９の項に規定する審査を除く。） 

ア～エ（略） 

（略） 

81 （略） （略） 

82 （略） （略） 

83 （略） （略） 

84 （略） （略） 
 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

定める額を加算した額 

７０の項又は７１の項に定め

る額に２分の１を乗じて得た

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

（１） （２）以外のもの 

１７１，４８０円 

（２） 構造計算が建築基準法

第２０条第１項第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を

受けたプログラムにより行わ

れるもの 

１１８，５６０円 

75 （略） （略） 

76 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

（７５の項に規定する審査を除く。） 

ア～エ（略） 

（略） 

77 （略） （略） 

78 （略） （略） 

79 （略） （略） 

80 （略） （略） 
 

 


